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    愛媛大学工学部附属船舶海洋工学センター規程 

 

                           平成３０年６月１３日 

制        定 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は，国立大学法人愛媛大学基本規則第３２条第２項及び愛媛大学工学部

規則第２０条第２項の規定に基づき，愛媛大学工学部附属船舶海洋工学センター（以下

「センター」という。）の組織及び運営に関し，必要な事項を定めるものとする。 

 （目的） 

第２条 センターは，船舶工学及び海洋工学の教育及び研究を推進し，地域の造船業及び

関連産業の発展と諸課題解決に貢献することを目的とする。 

 （部門） 

第３条 前条の目的を達成するため，センターに次の各号に掲げる部門を置く。 

  (1) 船舶海洋システム学部門 

  (2) 船舶海洋エネルギー変換学部門 

 （組織） 

第４条 センターに，次の各号に掲げる職員を置く。 

 (1) センター長 

 (2) 副センター長  

 (3) 兼任教員 

 (4) その他必要な職員（以下「センター職員」という。） 

（運営委員会） 
第５条 センターの運営に関する事項を審議するため，センター運営委員会（以下「運営 
委員会」という。）を置く。 

２ 運営委員会に関し必要な事項は，別に定める。 
（センター長等） 

第６条 センター長及び副センター長は，研究科（工学系）の専任教員のうちから，工学

系長が指名する。 
２ センター長及び副センター長の任期は，２年とし，再任を妨げない。ただし，センタ 
ー長又は副センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は，それぞれ前任者の残任期 
間とする。 

 （兼任教員） 
第７条 兼任教員は，研究科（工学系）の専任教員のうちから，工学系長が，関係するコ

ースの長の同意を得て，任命する。 
２ 兼任教員の任期は，２年とし，再任を妨げない。ただし，兼任教員に欠員が生じた場 
合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 
（職務） 

第８条 センター長は，センターの業務を掌理する。 
２ 副センター長は，センター長の職務を補佐し，センター長が不在又は事故があるとき 
は，その職務を代行する。 

３ 兼任教員は，センターの業務を遂行する。 
４ センター職員は，センターの業務に従事する。 
（客員教授等） 

第９条 センターに，客員教授又は客員准教授（以下「客員教授等」という。）を置くこ

とができる。 
２ 客員教授等の選考は，愛媛大学大学院理工学研究科（工学系）における愛媛大学客員 
教授等選考規程の定めるところによる。 
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（アドバイザー）  
第１０条 センターに，専門的な見地からセンターの運営に協力し，指導及び助言を行う

ため，アドバイザーを置くことができる。 
２ アドバイザーは，センター長の推薦に基づき，工学部長が任命する。 
３ アドバイザーの任期は１年以内とし，再任を妨げない。 

（コンソーシアム）  

第１１条  センターに，愛媛大学及び愛媛県内の関係機関が一体となり，地域の造船業

及び関連産業の発展，共同研究の推進並びに諸課題解決に貢献できる人材を養成するた

めに，教育プログラムの充実やセンター活動への提言を行うことを目的に，愛媛大学工

学部附属船舶海洋工学センターコンソーシアム（以下「コンソーシアム」という。）

を置く。  
２ コンソーシアムに関し必要な事項は，別に定める。 
 （事務） 

第１２条 センターに関する事務は，工学部事務課において処理する。 

 （雑則） 

第１３条 この規程に定めるもののほか，センターに関し必要な事項は，別に定める。 

 

   附 則 

１ この規程は，平成３０年６月１３日から施行する。 

２ この規程の施行後最初に任命されるセンター長及び副センター長の任期は，第６条第

２項の規定にかかわらず，平成３２年３月３１日までとする。 
３ この規程の施行後最初に任命される兼任教員の任期は，第７条第２項の規定にかかわ

らず，平成３２年３月３１日までとする。 
附 則 

 この規程は，平成３０年１０月１日から施行する。 

 

16



愛媛大学工学部附属船舶海洋工学センターコンソーシアム規程 

 

平成３０年１０月１日 

制         定 

（趣旨） 

第１条 この規程は，愛媛大学工学部附属船舶海洋工学センター規程第１１条第２項の規

定に基づき，愛媛大学工学部附属船舶海洋工学センターコンソーシアム（以下「コンソ

ーシアム」という。）の組織及び運営に関し，必要な事項を定めるものとする。  

（目的） 

第２条 コンソーシアムは，愛媛大学工学部附属船舶海洋工学センター（以下「センター」

という。）を中心として，愛媛大学及び愛媛県内の関係機関が一体となり，地域の造船

業及び関連産業の発展，共同研究の推進並びに諸課題解決に貢献できる人材を養成する

ために，教育プログラムの充実やセンター活動への提言を行うことにより，センターの

より効果的な取組に向けた体制整備に資することを目的とする。 

（構成）  

第３条 コンソーシアムは，別表に定める機関をもって構成する。 

（業務） 

第４条 コンソーシアムは，第２条の目的を達成するため，次の各号に掲げる業務を行う。 

(1)  地域の造船業及び関連産業の活性化に関すること。 

(2)  共同研究の推進に関すること。 

(3)  諸課題解決に貢献できる人材の育成に関すること。 

(4)  センターの諸活動の評価に関すること。 

(5)  その他第２条の目的を達成するために必要な事項に関すること。 

（組織）  

第５条 コンソーシアムに次の各号に掲げる者を置く。 

(1)  会長 

(2)  副会長 若干人 

（職務）  

第６条 会長は，コンソーシアムの業務を統括する。 

２ 副会長は，会長の職務を補佐し，会長が指示するコンソーシアムの重要な業務を処理

する。 

 （会長等） 

第７条 会長は，愛媛大学長をもって充てる。 

２ 副会長は，第３条別表に定める代表者（愛媛大学長を除く。）のうちから，コンソー

シアム会議において選出する。 

３ 副会長の任期は２年とし，再任を妨げない。 
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（コンソーシアム会議） 

第８条 コンソーシアムに，コンソーシアム会議を置く。 

２ コンソーシアム会議に関し必要な事項は，別に定める。 

（事務） 

第９条 コンソーシアムに関する事務は，工学部事務課において処理する。 

（雑則） 

第１０条 この規程に定めるもののほか，コンソーシアムに関し必要な事項は，別に定め

る。  

 

 附 則 

１ この規程は，平成３０年１０月１日から施行する。 

２ この規程の施行後最初に選出される副会長の任期は，第７条第３項の規定にかかわら

ず，平成３２年３月３１日までとする。  

  附 則 

この規程は，平成３１年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，令和２年５月２７日から施行する。 
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別表（第３条関係） 

機関名 代表者 

愛媛大学 愛媛大学長 

愛媛県 愛媛県知事 

今治市 今治市長 

国土交通省四国運輸局 国土交通省四国運輸局長 

浅川造船株式会社 浅川造船株式会社代表取締役社長 

今治造船株式会社 今治造船株式会社代表取締役社長 

株式会社新来島どっく 株式会社新来島どっく代表取締役社長 

檜垣造船株式会社 檜垣造船株式会社代表取締役社長 

潮冷熱株式会社 潮冷熱株式会社代表取締役社長 

ＢＥＭＡＣ株式会社 ＢＥＭＡＣ株式会社代表取締役社長 

四国溶材株式会社 四国溶材株式会社代表取締役社長 

眞鍋造機株式会社 眞鍋造機株式会社代表取締役社長 

株式会社伊予銀行 株式会社伊予銀行頭取 

株式会社愛媛銀行 株式会社愛媛銀行頭取 

愛媛信用金庫 愛媛信用金庫理事長 
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愛媛大学工学部附属船舶海洋工学センターコンソーシアム会議規程 

 

平成３０年１０月１日 

制         定 

（趣旨） 

第１条 この規程は，愛媛大学工学部附属船舶海洋工学センターコンソーシアム規程（以

下「コンソーシアム規程」という。）第８条第２項の規定に基づき，愛媛大学工学部附

属船舶海洋工学センターコンソーシアム会議（以下「コンソーシアム会議」という。）

の組織及び運営に関し，必要な事項を定めるものとする。  

（協議事項） 

第２条 コンソーシアム会議は，コンソーシアム規程第２条に掲げる目的を達成するため，

議長から提示された事項について協議する。 

（組織）  

第３条 コンソーシアム会議は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) 会長 

(2) 副会長 

(3) コンソーシアム規程第３条別表に定める代表者（会長及び副会長を除く。) 

(4) その他議長が必要と認めた者 

２ 前項第４号の委員は，コンソーシアム会議の議を経て，学長が委嘱する。 

３ 第１項第４号の委員の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，委員に欠員が生じ

た場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。  

（議長） 

第４条 コンソーシアム会議に議長を置き，会長をもって充てる。 

２ 議長は，コンソーシアム会議を招集し，主宰する。 

３ 議長に事故があるときは，議長があらかじめ指名する副会長がその職務を代行する。 

 （委員以外の者の出席）  

第５条 議長が必要と認めるときは，委員以外の者をコンソーシアム会議に出席させ，意

見を聴くことができる。 

（開催）  

第６条 コンソーシアム会議は，必要に応じて開催するものとする。 

２ 第３条第１項第２号及び第３号の委員がやむを得ない事由により出席できないときは，

代理の者を委員として出席させることができる。 

 （運営会議） 

第７条 コンソーシアム会議に，あらかじめ意見を調整することを目的として，運営会議

を置く。 

２ 運営会議は，コンソーシアム規程第３条別表に定める代表者からそれぞれ指名された
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当該機関の担当者をもって構成する。 

３ 運営会議に議長を置き，工学部長をもって充てる。 

４ 第２項に定める委員の任期は，第３条第３項に規定する当該機関の代表者の任期と同

様とする。 
第８条 コンソーシアム会議に関する事務は，工学部事務課において処理する。 

（雑則） 

第９条 この規程に定めるもののほか，コンソーシアム会議に関し必要な事項は，議長が

定める。  

 

 附 則 

１ この規程は，平成３０年１０月１日から施行する。 

２ この規程の施行後最初に選出される第３条第１項第４号の委員の任期は，同条第３項

の規定にかかわらず，平成３２年３月３１日までとする。  
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